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市民税・県民税のお知らせ 市職員の人事異動

行政相談委員の紹介 烏川・神流川の洪水情報の
配信を開始

▶︎平成29年度市民税・県民税税額決定通知書
　及び納税通知書を発送します　

　給与から特別徴収されている人には、５月中旬に
税額決定通知書を勤務先へ、普通徴収及び公的年金
から特別徴収されている人には、６月９日㈮に納税
通知書又は税額決定通知書を発送します。

▶︎市民税・県民税の納税方法

●普通徴収
　納税義務者本人が納付書又は口座振替により、６
月、８月、10月、翌年１月の４回の納期で納める方
法です。
●給与からの特別徴収
　給与支払者が納税義務者の毎月の給与から特別
徴収税額を天引きし、６月から翌年５月までの12
回で納税義務者に代わって納める方法です。
●公的年金からの特別徴収
　日本年金機構などの年金保険者が納税義務者の
年金から公的年金所得に係る特別徴収税額を天引
きし、４月、６月、８月、10月、12月、翌年２月
の６回で納税義務者に代わって納める方法です。
平成29年度も引き続き対象者となる人は、前年度
の納税通知書又は税額決定通知書に記載されてい
る税額が４月、６月、８月支給の年金から天引き
されます。
※４月１日現在、65歳以上で介護保険料が年金か
ら天引きされている人は、公的年金からの特別徴
収対象者となります。なお、特別徴収が開始され
る年度は、10月支給の年金から天引きされます。

▶︎平成29年度（平成28年分）所得・課税
　　証明書の発行について
　平成29年度（平成28年分）所得・課税証明書は、
６月９日㈮から発行を予定しています。所得・課税
証明書を発行できる人は次の①から④に該当する人
です。該当しない人は、市に課税資料がないため、
申告をした後でなければ証明書を発行できません。
収入がない人、家族の扶養になっている人も同様
です。
①市民税・県民税申告をした人
②確定申告をした人
③勤務先から給与支払報告書が市へ提出されている人
④公的年金等支払報告書が市へ提出されている人
※所得・課税証明書は市民税・県民税の税額決定
後に発行できます。なお、申告後発行まで１か月
程度かかる場合もありますのでご注意ください。

　３月31日に任期満了となった行政相談委員につ
いて、下記の３人が、総務大臣から委嘱されました。
　行政相談委員は、国や県などの行政サービスに
関する苦情や相談を受け付けています。
　相談日時は、毎月第３木曜日、午後１時から４
時まで（33ページ参照）です。

　大規模な洪水が烏川・神流川で発生した場合、
浸水する危険性の高い地域のみなさんの携帯電話
やスマートフォンに主体的な避難を促進するため、
洪水情報の配信を開始します。
●配信開始日　５月１日㈪　●配信エリア　本庄市全域
●配信情報　
　烏川・神流川において河川氾濫のおそれがある（氾
濫危険水位を超えた）情報及び氾濫が発生した情報
※携帯電話などの基地局の関係により、配信エリ
ア近郊の人にも届くことがあります。
　携帯電話の電源が入っていない場合や、圏外、
電波状況の悪い場所等の場合、受信できません。
また、利用機種により、緊急速報メールに対応し
ていない場合があります。
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★市民課☎�１１１３ ★国土交通省高崎河川国道事務所河川管理課
☎０２７−３４５−６０４１

石田 祐寛 氏 奥原 栄一 氏竹沢 弘子 氏

　市では、次のような人事異動を発令しました。新採用・退職者以外は
課長級以上を掲載しています。（　　）内は、旧職です。
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